
　　●有効求人倍率（令和５年４月分）　会津地域：1.31倍　　福島県：1.39倍　　全国：1.32倍
　　●労働力調査（令和５年４月分）　 　完全失業率：2.6％　完全失業者数：190万人

　　　＊有効求人倍率：一般職業紹介状況（厚生労働省）、完全失業率：季節調整値。完全失業率、完全失業者数：「労働力調査結果」（総務省統計局）

　　●求人数、求職者数をみると 　 

　　　・月間有効求職者数は3,993人となり前年同月比230人減少（5.4％減）

　　　・新規求人数は1,756人となり前年同月比40人減少（2.2％減）

　　　・新規求職者数は1,151人となり前年同月比130人減少（10.1％減）

The Monthly Report　2023  ６月号　1

　　●有効求人倍率は 1.31倍（会津若松：1.42倍　喜多方：1.02倍　南会津：1.12倍）となり
　　　前年同月を0.09ポイント上回りました。

　　　・月間有効求人数は5,241人となり前年同月比99人増加（1.9％増）

　最近の雇用失業情勢（令和５年４月分）

　　●正社員有効求人倍率は 1.07倍と前年同月を0.07ポイント上回りました。

　　　　福島労働局ホームページでは雇用に関する各種情報を発信中です。
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福島労働局2023 6月号

ハローワーク南会津

ハローワーク喜多方

〒967-0004 南会津町田島字行司12

〒966-0853 喜多方市字千苅8374

〒965-0877 会津若松市西栄町2-23
TEL0242(26)3333  

TEL0241(22)4111  

TEL0241(62)1101

ハローワーク会津若松

有効求人数、有効求職者数及び有効求人倍率の推移

全国、福島県有効求人倍率の令和４年１２月以前の数値は、令和５年１月分公表時に新季節指数により改訂されています。
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一般職業紹介状況　次回（令和５年４月分）公表日５月３０日（火） The Monthly Report　2023 　６月号　2

お問合せ先：ハローワーク会津若松求人企画部門
　　　　電話0242(26)3333（31#)　一般職業紹介状況（新規学卒者を除きパートタイムを含む）

お問合せ先：ハローワーク会津若松求人・企画部門

　　　　　　　電話0242(26)3333（31#)来春の高卒求人の受付は６月１日開始です

※学卒を除きパートを含む。就職率は新規求職者ベース。充足率は新規求人ベース。男女別の記載をしない求職登録が可能のため、男女計が一致しない場合があります。

男 女 常用 男 女 常用

 １ 新規求人数 1,756 -　 -　 1,639 1,796 -　 -　 1,683

 ２ 月間有効求人数 5,241 -　 -　 4,882 5,142 -　 -　 4,837

 ３ 新規求職申込件数    1,151 563 588 1,123 1,281 616 658 1,244

うち４５歳以上 706 396 310 685 788 441 344 755

 ４ 月間有効求職者数   3,993 2,015 1,977 3,912 4,223 2,151 2,063 4,124

うち４５歳以上 2,287 1,279 1,008 2,232 2,417 1,361 1,052 2,338

 ５ 紹介件数  808 413 395 754 978 497 477 929

うち４５歳以上 430 243 187 398 492 296 194 462

 ６ 就職件数    391 186 205 361 383 196 186 365

うち４５歳以上 214 106 108 200 190 107 82 179

 ７ 充足数 373 - - 357 373 - - 351

 ８ 新規求人倍率 1.53 - - 1.46 1.40 - - 1.35

 ９ 有効求人倍率 1.31 - - 1.25 1.22 - - 1.17

 10 就職率 （％） 34.0 33.0 34.9 32.1 29.9 31.8 28.3 29.3

うち４５歳以上 30.3 26.8 34.8 29.2 24.1 24.3 23.8 23.7

 11 充足率 （％） 21.2 - - 21.8 20.8 - - 20.9

項目
令和５年４月 令和４年４月

　　令和５年６月１日～ 　　求人受理

　　令和５年７月１日～ 　　求人公開

　　夏休み時期等 　　応募前職場見学

　　令和５年９月５日～ 　　応募書類提出

　　令和５年９月１６日～ 　　選考・採用内定通知

　　令和６年３月、４月 　　卒業・就職

令和６年３月卒新規高卒者の就職活動スケジュール



④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入　⇒P２、３
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入　⇒P２、３

福島労働局ホームページ「企業のためのジョブ・カード活用サイト」で情報発信中です。 The Monthly Report　2023  ６月号　3

お問合せ先：ハローワーク会津若松求人・企画部門
　　　　           電話0242(26)3333（31#)

６月は「外国人労働者問題啓発月間」です お問合せ先：ハローワーク会津若松 雇用指導官
　　　　　　　電話0242(26)3333（32#)

地域の経済団体へ高卒求人の早期提出を要請しました

ਐ

ਐ


厚生労働省HP

誰もが活躍できる職場づくりを進めよう

～外国人雇用はルールを守って適正に～

ハローワークでは、６月の高卒求人受理開始を前

に地方自治体と合同で管内の主要経済団体を訪問し

求人確保の要請を行いました。

５月２９日（月）、ハローワーク会津若松所長

が、会津若松市長、県会津地方振興局長及び県高等

学校長協会会津支部長と合同で、会津若松商工会議

所様、福島県中小企業家同友会会津支部様を訪問、

来春高等学校卒業予定者に対する求人の早期提出

と、傘下企業への更なる雇用創出を要請しました。

ハローワーク会津若松からは、県内及び管内の有効求人倍率、令和４年度の新規高卒者の求人・求職状

況、雇用関係助成金の説明を行い、また、若者の採用に積極的で雇用管理が良好な企業を厚生労働大臣が優

良企業として認定する「ユースエール認定制度」のＰＲ及び障害者の法定雇用率引き上げに関する説明を行

い、積極的な雇用確保について協力依頼を行いました。

昨年の高卒求人数は前年より4.2％増加しましたが、会津地域の高卒者の県内就職率は67.8％と前年よ

り3.0ポイント低下しており、若者の地元定着には一層の求人確保の取組が必要です。

また、新規高卒者の職場定着には夏休み期間中の応募前職場見学により、職場・仕事を正しく理解し、

応募求人を選択することが非常に有効です。

そのような意味からも、事業主の皆さまには、できるだけ早期に採用計画をご検討のうえ、求人申込を

いただきますようお願いいたします。

左から児島所長、鈴木校長、室井市長、渋川会頭、本田局長、渡部専務理事



雇用保険関連関係の手続は「電子申請（ｅ－Ｇｏｖ）」をご利用ください。 The Monthly Report　2023 　６月号　4

お問合せ先：福島労働局労働保険徴収室
　　　　　　　電話024(536)4608 令和５年度労働保険の年度更新期間について

　雇用保険業務取扱状況 お問合せ先：ハローワーク会津若松雇用保険課
　　　　電話0242(26)3333(21＃)

令和５年度労働保険の年度更新期間は

６月１日（木）～７月１０日（月）です。

※年度更新申告書は、５月末頃から郵送しています。

※管轄の都道府県労働局や労働基準監督署への郵送ま

たは「電子申請」でも受け付けており、直接窓口へ出

向くことなく申告することができます。

※期間内に申告・納付の手続きがお済みでない場合

は、管轄の都道府県労働局までご相談ください。

年度更新期間終了後も、年度更新申告書の提出状況及

び申告書の記載内容について、都道府県労働局・労働

基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）の職

員、または厚生労働省から委託を受けた民間業者から

お問合せをさせていただくことがありますのでご了承

ください。

◎申告書の書き方など詳しくは

こちらの厚生労働省HPをご覧ください

令和５年４月 令和４年４月 前年同月比（％）項　　　　　　　目

17 17 0.00

26 18 44.44

5,101 5,122 ▲ 0.41

2,192 2,102 4.28

2,131 1,996 6.76

69,432 70,212 ▲ 1.11

374 388 ▲ 3.61

780 798 ▲ 2.26

109 110 ▲ 0.91

40 44 ▲ 9.09

73 61 19.67

16 9 77.78

29 34 ▲ 14.71

544 550 ▲ 1.09

50 54 ▲ 7.41

631 665 ▲ 5.11

6 4 50.00

16 23 ▲ 30.43

5 11 ▲ 54.55

短   期   特   例 受    給    者    数

再  就  職  手  当 支    給    人    員

適用関係

新    規    適    用    事    業    所    数

廃  　   止    　 事   　  業 　    所 　    数

月  　 末 　  現   　在  　 事   業   所   数

資 　　   格 　    取   　  得    　 者     数

資   　  格 　    喪    　 失 　    者     数

月  　末   現   在   被   保   険   者   数

就業促進定着手当 支    給    人    員

雇用継続給付

高  　 年 　  齢
受給要件確認件数

受 給 者 実 人 員

育 　児　 休 　業
受給要件確認件数

受 給 者 実 人 員

介   護   休   業

給付関係

一 般 （基本手当）
受給資格決定件数

受 給 者 実 人 員

高   齢   給   付 受    給    者    数

受    給    者    数

教育訓練給付
一 般 教 育 訓 練 受    給    者    数

専門実践教育訓練 受 給 者 実 人 員


